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一

論

説

二

母
に
優
つ

て
生
ま
れ
た
子

i
l
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
(
各
人
生
得
の
)
法
の
承
継
に
つ
い
で
1

1

石

武

1
 

1
 

1
1
J
 

序
論
|
!
問
題
の
所
在

一
般
に
、
中
世
に
お
い
て
は
(
遅
く
て
も
一
二
八
二
年
以
降
)
身
分
違
い
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
父
と
母
の
う
ち
劣
等
な
身
分
を
継
承

す
る
(
ロ
自
白
ロ
仏
内
己
担
己

q
時
腎
「

B
田
山
口
仏
)
と
い
う
原
則
が
支
配
的
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
(
一
二
六
一
/

一
二
七

O
年
の
補
遺
に
か
か
る
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
三
・
七
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
真
正

(
H
嫡
出
、

R
Z
)
か
っ
・
自
由
(
人
)
で
あ
る
子
は
、
そ
の
父
の
(
へ
!
ア
)
シ
ル
ト
を
受
け
取
り
、
ま
た
彼

(
H
父
)
の
遺
産
を
取
得

す
る
、
さ
ら
に
、
そ
れ

(
H
子
)
が
彼
女
(
日
母
)
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
(
母
に
)
優
っ
て

(
H
母
よ
り
も
高
い
身
分
に
、

E門

H
吉
田
印
巾
吋
)
生
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
母
の
(
遺
産
)
を
も
(
取
得
す
る
)
L

。
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説

も
し
劣
等
身
分
承
継
の
原
則
が
事
実
支
配
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
子
が
母
に
優
っ
て

(
H
母
よ
り
も
高
い
身
分
に
)
生
ま
れ

そ
れ
は
具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
か
。
本
稿
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ

る
し
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
か
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、

5命

ル
の
史
料
的
所
見
に
即
し
て
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
(
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
)
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ

ル
に
お
け
る
(
各
人
生
得
の
)
法
の
解
明
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

本
論
|
|
史
料
的
所
見

(
一
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・
二
は
、
わ
ざ
わ
ざ
(
人
目
を
惹
く
よ
う
に
)
韻
を
踏
ん
で
、
「
子
が
自
由
(
人
)

で
か
つ
真
正

(
H
嫡
出
、

R
Y
H
)

で
あ
れ
ば
、

そ
れ

(
H
子
)
は
父
の
法
を
受
け
取
る
」
と
言
う
。
こ
れ
が
い
わ
ば
(
各
人
生
得
の
)
法
の
承
継

に
関
す
る
大
原
別
で
あ
る
。

こ
の
条
項
で
は
、
「
子
が
自
由
(
人
)
で
あ
る
L

の
は
い
か
な
る
場
合
か
は
(
前
提
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
)
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

げ

に

ん

こ
の
条
項
は
右
の
あ
と
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
父
ま
た
は
母
が
家
人
で
あ
れ
ば
、
子
は
そ
れ
(
自
分
)
に
生
ま
れ
な
が
ら

具
わ
っ
て
い
る
法
を
受
け
取
る
」
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
家
人
は
、
ま
さ
に
こ
の
条
項
の
よ
う
に
寸
法
L

を
も
っ
者
と
し
て
現
わ
れ
る
一
方
、
時
に
体
僕
(
厳
密

な
意
味
で
の
不
自
由
人
)
と
並
置
さ
が
、
と
り
わ
け
体
僕
と
と
も
に
解
股
さ
れ
(
て
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
取
得
し
て
つ
る
者
と
さ
れ
が
。
そ
れ

が
(
厳
密
な
意
味
で
の
)
不
自
由
人
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
一
・
一
六
・
ニ
の
但
し
書
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
子
が
自

由
(
人
)
で
あ
る
の
は
双
方
と
も
自
由
人
で
あ
る
父
と
母
の
聞
に
生
ま
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
、

た
と
え
ば
父
と
母
の
一
方
が
(
不
自
由
人
で
あ

北法42(2・84)492



る
)
家
人
で
あ
れ
ば
、
子
は
自
由
人
で
は
あ
り
え
ず
、
「
(
そ
の
)
子
に
生
ま
れ
な
が
ら
具
わ
っ
て
い
る
法
L

、
す
な
わ
ち
寸
家
人
の
法
」
を
承

継
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
も
、
自
由
人
と
不
自
由
人
の
間
で
は
劣
等
身
分
承
継
の
原
則

が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
父
と
母
の
一
方
が
家
人
で
あ
る
場
合
、
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
「
家
人
の
法
L

を
し
か
も
て
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
由

人
と
家
人
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
が
寸
母
に
優
る

(
H
母
よ
り
も
身
分
が
高
い
)
L

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
父
が
家
人
で
母
が
自
由
人
の
場
合
に
は
、

子
の
方
が
母
よ
り
も
身
分
が
低
い
し
、

せ
い
ぜ
い
父
が
自
由
人
で
母
が
家
人
の
場
合
に
子
は
母
と
寸
同
等
出
生
身
分
」
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
以
下
の
考
察
は
、
自
由
人
と
不
自
由
人
(
な
い
し
家
人
)
が
結
婚
し
た
場
合
を
除
き
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
人
同

志
が
結
婚
し
た
場
合
に
限
る
こ
と
に
す
る
。

( 

一一) 

と
こ
ろ
で
、

そ
の
よ
う
に
言
う
と
、

た
場
合
、

す
ぐ
に
予
想
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
反
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
人
同
志
が
結
婚
し

ど
う
し
て
そ
れ
が
身
分
違
い
の
婚
姻
に
な
る
の
か
、
と
。
ま
ず
、
簡
単
に
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
コ
フ
ン
ト
法
L

の
部
の
冒
頭
で
、
寸
自
由
(
人
)
に
は
三
種
の
も
の
が
あ
る
し
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
参
審
自
由
人
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
(
お
よ
び
そ
れ
と
同
格
の
ビ

l
ア
ゲ
ル
テ
、
た
だ
し
以
下
特
に
必
要
の
な
い
場
合
に

は
省
略
す
る
)
、
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
そ
れ
で
あ
る
。

母に優って生まれた子

こ
れ
ら
三
種
の
自
由
人
は
、
自
由
人
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
同
じ
法
な
い
し
(
出
生
)
身
分
を
も
っ
と
は
言
え
な
い
。

と
り
わ
け
そ
の
人
命
金
・
贈
罪
金
を
見
る
と
、
参
審
自
由
人
に
は
諸
侯
や
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
と
同
額
の
人
命
金
(
一
八
ポ
ン
ド
H
三
六

O
シ

リ
ン
グ
)
と
購
罪
金
(
三

0
シ
リ
ン
グ
)
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
ブ
テ
お
よ
び
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
両
者
に
は
ほ
ぽ
そ

の
半
額
の
人
命
金
(
一

0
ポ
ン
ド
H
二
0
0
シ
リ
ン
グ
)
と
購
罪
金
二
五
シ
リ
ン
グ
)
が
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
社
会
的
に

は
、
参
審
自
由
人
は
(
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
も
ち
)
騎
士
の
階
層
な
い
し
寸
封
建
身
分
L

に
属
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
(
問
題
の
あ
る
プ
ブ
レ
ー
ク

北法42(2・85)493



説

ハ
フ
テ
は
別
に
し
て
も
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
寸
所
領
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
な
い
小
作
人
」
と
推
定
さ
れ
る
。
参
審
自
由
人
と

プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
や
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
と
の
聞
の
身
分
的
懸
隔
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
の
で
あ
る
。

ヨA‘
民間

し
た
が
っ
て
以
下
に
お
い
て
は
、
自
由
人
同
志
、
特
に
参
審
自
由
人
が
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
な
い
し
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
と
結
婚
し
た
場
合
に
考

察
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

(
三
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
一
に
次
の
よ
う
に
条
項
が
あ
る
。
寸
た
と
え
あ
る
夫
が
彼
の
妻
と
同
等
出
生
身

分
で
な
く
て
も
、
彼
は
や
は
り
彼
女
の
後
見
人
で
あ
り
、

ま
た
彼
女
が
彼
の
ベ
ッ
ト
に
入
る
と
、
彼
女
は
彼
の
同
身
分
仲
間
で
あ
り
、

彼
の
法
の
中
へ
入
る
。
し
か
し
、
彼
が
死
亡
す
る
と
き
は
、
彼
女
は
彼
の
法
か
ら
解
き
放
た
れ
、
彼
女
の
出
生
(
身
分
)
に
従
っ
て
法
を
受
け

取
る
L

。

こ
の
条
項
は
夫
が
妻
の
(
法
定
)
後
見
人
で
あ
る
こ
と
(
す
な
わ
ち
、
妻
に
対
す
る
夫
の
権
能
)
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
官

頭
の
「
た
と
え
夫
が
彼
の
妻
と
同
等
出
生
身
分
で
な
く
て
も
」
と
い
う
の
は
、
(
少
な
く
と
も
)
主
に
夫
の
方
が
妻
よ
り
も
(
出
生
)
身
分
の
低

い
場
合
に
か
か
わ
る
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
男
が
参

審
自
由
人
の
女
と
結
婚
し
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
場
合
、
(
も
と
も
と
参
審
自
由
人
で
あ
る
)
妻
は
、
こ
の
条
項
に
従
っ
て
、
婚
姻
中
、
「
夫
の
法
し
H
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
な
い
し
ラ
ン
ト

ザ
ツ
セ
の
法
の
中
へ
入
る
。
二
人
の
聞
に
子
が
生
ま
れ
る
と
、
(
父
母
が
双
方
と
も
自
由
人
で
あ
る
か
ら
)
子
が
自
由
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
(
こ

で
述
べ
た
(
ラ
ン
ト
法
了
一
六
・
二
の
)
大
原
則
に
よ
り
、
子
が
受
け
取
る
の
は
「
父
の
法
」
H
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
な
い
し

ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
子
は
た
か
だ
か
(
母
の
婚
姻
中
)
「
母
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
(
り
う
)
る
L

に

す
ぎ
ず
、
(
特
に
父
の
死
後
、
母
が
再
び
参
審
自
由
人
の
法
を
受
け
取
っ
た
の
ち
は
、
子
が
母
よ
り
も
身
分
が
低
く
な
っ
て
も
)
「
母
に
優
っ
て
生
ま
れ

て
い
る
」
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

北法42(2・86)494

ま
た



(
四
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
9ケ
ル
に
は
、

わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
た
推
論
を
完
全
な
形
で
裏
書
き
し
て
く
れ
る
条
項
が
あ
る
。
「
序
論
L

に
掲

げ
た
ラ
ン
ト
法
三
・
七
二
の
直
後
に
つ
づ
く
(
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
期
の
補
遣
に
か
か
る
)
次
の
条
項
が
そ
れ
で
あ
る
。

あ
る
参
審
自
由
人
の
女
が
あ
る
ビ

l
ア
ゲ
ル
デ
(
前
述
の
よ
う
に
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
ブ
テ
と
同
格
)
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
(
の

「
し
か
る
に
、

男
)
と
結
婚
し
、

し
か
し
て
彼
女
が
彼
に
よ
り
子
(
た
ち
)
を
儲
け
る
な
ら
ば
、
彼
等
(
子
た
ち
)
は
購
罪
金
お
よ
び
人
命
金
に
つ
い
て
彼
女

(
母
の
出
生
身
分
に
応
じ
た
人
命
金
・
蹟
罪
金
を
も
つ
の
で
は
な
い
、
の
意
)
、
け
だ
し
(
こ
の
場
合
)
彼
等

(
H
母
)
と
同
等
出
生
身
分
で
は
な
い

は
彼
等
の
父
の
法
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
母
の
(
法
)
を
(
も
つ
の
)
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
等
は
母
の
遺
産
を
取
得
し
な
い

し
、
ま
た
彼
等
の
母
方
の
親
族
で
あ
る
い
か
な
る
者
の
(
遺
産
)
を
も
(
取
得
し
な
い
)
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
七
三
・
二
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
男
が
参
審
自
由
人
の
女
が
結
婚
し
た
場
合
、
二
人
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
は

よ
λ

の
法
L
H
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
し
か
も
ち
え
ず
、
母
の
(
出
生
)
身
分
を
上
廻
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と

い
う
わ
れ
わ
れ
の
推
論
は
、
直
接
に
ま
た
完
壁
な
形
で
裏
書
き
さ
れ
る
。

(
五
)
と
こ
ろ
で
「
序
論
L

で
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
三
・
七
二
は
、
寸
父
L

が
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
L

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
の
「
三
種
の
自
由
人
L

の
う
ち
、
「
へ

l
ア
シ
ル
ト
」
を
も
つ
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
寸
参
審
自
由
人
」
だ

け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
(
ラ
ン
ト
法
一
・
四
五
・
一
の
文
言
か
ら
は
や
や
不
自
然
で
あ
る
が
)
こ
ん
ど
は
逆
に
、
参
審
自
由
人
の
男
が
プ
フ
レ
ー
ク

母に優って生まれた子

ハ
フ
テ
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
女
を
要
っ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
場
合
、
も
と
も
と
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
ブ
テ
な
い
し
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
で
あ
る
妻
は
、
婚
姻
中
、
寸
夫
の
法
L
H
参
審
自
由
人
の
法
の
中
へ
入
る
。

二
人
の
聞
に
子
が
生
ま
れ
る
と
、
(
こ
の
場
合
も
両
親
は
双
方
と
も
自
由
人
だ
か
ら
)
子
は
自
由
人
で
あ
り
、
し
か
も
子
は
寸
父
の
法
L
H
参
審
自

北法42(2・87)495

由
人
の
法
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
子
の
法
(
あ
る
い
は
、
出
生
身
分
)
は
母
が
生
ま
れ
な
が
ら
も
っ
て
い
た

そ
れ
よ
り
も
「
優
っ
て
い
る
」
が
、
そ
の
こ
と
は
特
に
父
が
死
亡
し
(
て
母
が
寸
夫
の
法
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
彼
女
の
出
生
に
従
っ
て
法
を
受
け



説

取
る
」
、

つ
ま
り
再
び
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
ま
た
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
な
い
し
(
出
生
)
身
分
を
も
つ
に
い
た
つ
)
た
と
き
鮮
明
な
形
で
顕
在
化
す
る

北法42(2・88)496

で
あ
ろ
う
。

論

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
三
・
七
二
が
「
子
が
母
に
優
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
(
典
型
的
に
は
)
こ
の
場

合
(
だ
け
)
な
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、

(
四
)

に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
三
・
七
三
・
一
が
こ
の
(
一
一
了
七
二
と
同
じ
時
期
の
補
遺
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
)
三
・
七
二
の
直
後
に
つ
づ
い
て
い
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
(
厳
密
に
は
、
補
遺
者
)
は
、
三
・
七
二
で
(
特

に
参
審
)
自
由
人
で
あ
る
子
が
父
お
よ
び
母
の
遺
産
を
取
得
で
き
る
旨
を
書
い
た
際
に
、
母
の
遺
産
に
つ
い
て
は
(
常
に
そ
う
と
は
限
ら
ず
)
そ

れ
を
相
続
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
し
か
し
、
母
の
遺
産
を
相
続
で
き
な
い
場
合
の
具
体
的

な
記
述
は
次
の
三
・
七
三
・
一
に
廻
し
、
三
・
七
こ
で
は
ま
ず

l
ー
そ
の
場
合
を
い
わ
ば
差
引
い
た
形
で
|
|
母
の
遺
産
を
相
続
で
き
る
場

合
を
「
子
が
母
と
同
等
出
生
身
分
で
あ
る
(
言
う
ま
で
も
な
く
、
父
と
母
が
同
等
出
生
身
分
の
場
合
も
こ
れ
に
属
す
る
)
か
、
あ
る
い
は
、
(
母
に
)

優
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
場
合
」
と
い
う
よ
う
に
要
約
し
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
代
え
て
|
|
参
審
自
由
人
と
家
人

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
(
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
は
と
も
か
く
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
自
由
人
と
は
い
え
(
所
領
に
生
ま
れ
つ
い

て
い
な
い
)
小
作
人
で
あ
る
、
と
推
定
さ
れ
る
。
れ
っ
き
と
し
た
封
建
身
分
の
一
員
で
あ
る
参
審
自
由
人
が
小
作
人
の
娘
を
要
る
な
ど
と
い
う

こ
と
が
、
当
時
そ
ん
な
に
も
頻
繁
に
起
こ
り
、

一
三
世
紀
後
半
に
わ
ざ
わ
ざ
補
遣
を
施
す
必
要
に
迫
ら
れ
る
ほ
ど
の
重
大
事
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
、
な
ぜ
こ
の
問
題
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
(
の
補
遺
者
)
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見



を
述
べ
て
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
家
人
ま
た
は
体
僕
が
(
国
王
ま
た
は
そ
の
他
の
主
人
に
よ
っ
て
)
解
放
さ
れ
る
と
、
「
自
由
人
で
あ

と
さ
れ
て
い

μ
。
し
た
が
っ
て
、
同
書
に
お
い
て
「
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
、

る
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
」
を
受
け
取
る
、

こ
の
解
放
さ
れ
た
家
人
(
ま
た
は
体
僕
)
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
(
の
原
著
者
ア
イ
ケ
)
が
当
時
社
会
的
に
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た
家
人
に
対
し
て
警
戒
的
な
あ
る
い
は
敵
意
に
充
ち

た
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
家
人
を

l
ー
た
と
え
ば
主
君
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
う

る
と
い
う
点
で
ー
ー
で
き
る
だ
け
体
僕
と
同
列
に
置
こ
う
と
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
姿
勢
の
端
的
な
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
は
、
他
方
に
お
い
て
、
家
人
を
|
|
(
本
稿
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
)
た
と
え
ば
「
法
」
を
も
つ
な
ど
ー
ー
す
で
に
体
僕
と
は
(
決
定

的
な
点
で
)
異
な
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
当
時
、
家
人
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
に
伴
い
、
お
そ
ら
く
、

の
聞
に
好
ん
で
そ
の
息
な
い
し
娘
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
風
潮
も
生
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
の
下
で
、
(
各
人
生
得
の
)
法
お
よ
び
遺
産
の
承
継
に
つ
い
て
、
簡
単
に
言

ほ
ん
ら
い
の
自
由
人
(
な
い
し
貴
族
)

え
ば
次
の
よ
う
な
考
え
方
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
審
自
由
人
が
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ

(
H
解
放
さ
れ
た
家
人
)
の
女
を
姿
り
子
を
儲
け

た
場
合
、
子
は
参
審
自
由
人
の
法
を
取
得
し
、
父
の
み
な
ら
ず
母
の
遺
産
を
も
相
続
す
る
。
と
こ
ろ
が
逆
に
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
(
H
解
放
さ
れ
た

母に優って生まれた子

家
人
)
が
参
審
自
由
人
の
女
を
要
っ
て
も
、
そ
の
問
に
生
ま
れ
た
子
は
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
し
か
取
得
で
き
ず
、
父
の
遺
産
は
相
続
で
き
る

が
、
母
(
方
)
の
そ
れ
は
一
切
相
続
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
、
参
審
自
由
人
と
家
人
と
の
聞
の
通
婚
と
い
う
(
当
時
現
実
に
大
き
な
意
味
を
も
ち

え
た
)
社
会
的
背
景
の
下
で
考
え
る
と
、
本
稿
で
分
析
し
た
身
分
違
い
の
婚
姻
の
場
合
に
お
け
る
寸
法
L

の
承
継
に
つ
い
て
の
ザ
ク
ゼ
ン
シ
ユ

北法42(2・89)497

ピ
l
ゲ
ル
の
所
説
は
、
参
審
自
由
人
(
が
家
人
の
「
家
」
に
伝
わ
る
遺
産
は
相
続
で
き
る
と
す
る
一
方
、
そ
)
の
「
家
L

に
(
代
々
)
伝
わ
る
(
べ
き
)

遺
酔
を
決
し
て
家
人
の
手
に
は
渡
す
ま
い
、
と
い
う
姿
勢
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。



説

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
、
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
、
つ
ま
り
不
自
由
人
で
あ
る
)
家
人
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
家

北法42(2・90)498

人
が
(
ほ
ん
ら
い
不
自
由
人
は
も
ち
え
な
い
)
寸
法
」
を
も
つ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
解
放
さ
れ
た
家
人
に
つ
い
て
は
「
自
由
人
で
あ
る
ラ
ン
ト
ザ
ツ

呈ム

"附1

セ
の
法
L

さ
え
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
家
人
に
対
す
る
警
戒
的
な
い
し
敵
対
的
な
姿
勢
が
す
べ
て
消
滅

し
た
の
で
は
な
凶
。
実
は
そ
う
し
た
妥
協
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
特
に
参
審
自
由
人
の
「
法

L

と
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
「
法
」
を
峻
別
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
(
少
な
く
と
も
法
的
論
理
構
成
の
上
で
は
)
家
人
の
社
会
的
地
位
の
上
昇
に
対
す
る
歯
止
め
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註(
1
)
本
稿
は
ご
く
短
い
も
の
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
凡
例
」
を
掲
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
(
凡
例
を
掲
げ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
新
し
い
)
拙
稿
「
ザ
ク
セ

ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
平
和
と
法
L

(

一
)
、
本
誌
四

O
の
五
・
六
、
上
ご
九
九
O
年
)
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
〉
ス
・
〉
吋
哲
見
出

g
p
ロ
ロ
戸
∞
内
H

Y

∞℃
-
N
H
∞町内・(〈・
4
弓
・
。
の
回
目
的
)
を
参
照
。

(
3
)
y
q
S
E
n
-
-円
と
沢
一
-
H

の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
」
(
一
)
、
註
(
刊
)
を
参
照
。

(
4
)
本
稿
は
も
と
も
と
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
(
各
人
生
得
の
)
法
を
考
究
す
る
過
程
で
、
前
稿

J
2
z
-
c
m
で
あ
っ
て

R
Z
Z
m
で
は

な
い
者
」
、
本
誌
四
一
の
五
・
六
(
一
九
九
一
年
|
|
以
下
、
単
に
寸
前
稿
」
と
略
記
す
る
)
と
も
ど
も
、
い
わ
ば
そ
の
副
産
物
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。

(
5
)
前
稿
、
註

(
M
)
を
参
照
。

(6)
ラ
ン
ト
法
三
・
八

0
・
三
。
な
お
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
口
)
を
も
参
照
。

(
7
)
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
一
お
よ
び
一
・
二
・
二

1
四
、
な
ら
び
に
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
L

、
二
・
(
四
)
、
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

(8)

「
(
各
人
生
得
の
)
法
L

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
で
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
で

は
(
自
由
人
一
般
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
参
審
自
由
人
と
プ
ブ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
)
〈
ユ

2

5白
ロ
ロ
巾
印
吋
巾
n
Z
(自
由
人
の
法
)
と

い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
四
・
て
三
・
五
六
・
二
一
方
、
(
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
に
特
有
な
も
の
と
し
て
)
〈
ユ
R

E
丘団
2
2
5
n
Z
(自

由
人
で
あ
る
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
)
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
(
ラ
ン
ト
法
三
・
八
0
・
一
乙
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。



母に優って生まれた子

(
9
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
、
特
に
そ
の
一
・
四
・
六
、
な
ら
び
に
、
拙
稿
寸
ア
イ
ゲ
ン
」
、
上
掲
箇
所
を
参
照
。

(
日
)
通
説
は
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
を
|
|
℃
Z
n
y
(
貢
租
な
い
し
負
担
)
の
語
に
着
目
し
て
|
|
「
農
民
」
と
考
え
る

2
2・
2-巾
関
町
民

F
E
U
F
E
-

u
・

s・
5
a
R・(〈
-E-
吋

z-E開
)
を
参
照
)
が
、
私
は
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
が
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
寸
封
建
身
分
し
の
中
に

数
え
た
い
(
拙
稿
「
相
続
法
の
位
置
」
、
四
・
(
一
一
一
)
、
六
八
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
口
一
一
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
四
)
、
特
に
二
二
頁
を
参
照
。

(
ロ
)
な
お
、
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
三
に
、
寸
夫
は
ま
た
彼
の
妻
の
後
見
人
で
あ
る
、
彼
女
が
彼
に
(
嫁
女
と
し
て
)
引
き
渡
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に
。

妻
は
ま
た
夫
の
同
身
分
仲
間
で
あ
る
、
彼
女
が
彼
の
ベ
ッ
ト
に
入
る
と
た
だ
ち
に
。
夫
の
死
後
、
彼
女
は
夫
の
法
か
ら
自
由
に
な
る

(
U
解
放

さ
れ
る
ご
と
、
こ
れ
と
同
趣
旨
の
条
項
が
あ
る
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
了
四
二
・
二
に
、
「
子
が
彼
の
成
熟

(
H
満
二
一
歳
)
に
達
し
て
い
る
場
合
、
子
は
彼
の
妻
の
後
見
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
:

た
と
え
彼
が
彼
の
未
成
年
の
中
に

(
H
満
一
一
一
歳
未
満
で
)
あ
っ
て
も
L

、
と
あ
る
の
を
参
照
。

(H)
ラ
ン
ト
法
三
・
四
五
・
二
に
、
寸
い
ず
れ
の
妻
も
夫
の
半
分
の
頑
罪
金
お
よ
び
人
命
金
を
も
っ
。
い
ず
れ
の
(
未
婚
の
)
娘
お
よ
び
夫
を
失
っ
た

婦
女
(
H
寡
婦
お
よ
び
離
別
さ
れ
た
妻
)
も
彼
女
等
が
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
も
の
(
H
彼
女
等
の
出
生
身
分
に
応
じ
た
そ
れ
)
の
半
分
の
蹟
罪
金
を
も
っ
」
、

つ
ま
り
、
女
性
の
煩
罪
金
・
人
命
金
は
同
じ
法
を
も
っ
男
性
の
半
分
と
い
う
原
則
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
寸
彼
等

(
子
た
ち
)
は
彼
女

(
H
母
)
の
贈
罪
金
お
よ
び
人
命
金
を
受
け
取
る
」
と
い
う
言
い
方
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

(
日
)
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
一
・
二
を
参
照
。

(
尚
一
)
な
お
、
論
理
的
に
は
、
プ
フ
レ
ー
ク
ハ
フ
テ
の
男
が
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
女
を
要
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
場

合
に
つ
い
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
(
補
遺
を
含
め
て
)
具
体
的
な
手
が
か
り
に
な
り
う
る
記
述
は
ま
っ
た
く
な
い
。

(
口
)
ラ
ン
ト
法
三
・
八

0
・二

U

「
国
王
ま
た
は
他
の
主
人
が
彼
の
家
人
ま
た
は
体
僕
を
解
放
す
る
(
〈
ユ

E
R
D
)
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
自
由
な
(
日

自
由
人
で
あ
る
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
受
け
取
る
」
。
こ
の
条
項
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
家
人
が
体
僕
と
並
ん
で
解
放
さ
れ
う
る

者
(
厳
密
な
意
味
で
の
、
不
自
由
人
)
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
次
の
こ
と
も
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
、
国
王
だ
け
で
な
く
「
他
の
主
人
(
な
い
し
主
君
)
」
も
彼
等
を
解
放
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
合
(
た
と
え
ば
ラ
ン
ト

法
上
の
裁
判
所
で
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
か
な
ど
)
の
手
続
が
不
明
確
で
あ
る
(
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
手
続
が
不
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
家
人
が
解

放
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
第
三
者
が
公
け
に
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
と
え
ば
社
会
的
に
勢
威
の
あ
る
家
人
が
恋
意
的
に
解
放
を
倍
称
す
る
こ
と
は
き
わ
め
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説

て
容
易
で
あ
っ
て
、
事
実
上
彼
等
の
「
解
放
」
が
な
し
く
ず
し
に
実
現
さ
れ
、
(
そ
れ
を
望
む
)
彼
等
の
す
べ
て
が
「
自
由
人
で
あ
る
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
」
を

手
に
入
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
)
。

(
時
)
た
と
え
ば
、

K
・
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実
|
|
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
事
例
」
(
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
)
、

一二

O
頁
以
下
を
参
照
。
な
お
、
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
は
そ
こ
で
、
参
審
自
由
人
を
「
留
保
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
」
と
見
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル

の
鉾
先
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
「
唯
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

1
レ
L

に
対
し
て
で
あ
る
、
と
す
る
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
説
に
与
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
も

そ
の
一
端
に
触
れ
た
参
審
自
由
人
と
家
人
の
聞
の
懸
隔
の
大
き
さ
か
ら
し
て
、
こ
の
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
説
に
は
に
わ
か
に
賛
成
し
難
い
も
の
を
感
ず

る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
敵
意
は
「
(
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
家
人
」
(
だ
け
)
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
「
前
稿
」
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(
四
)
あ
ら
か
じ
め
裁
判
期
日
を
定
め
て
百
喚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
者
が
(
そ
の
場
で
)
決
闘
を
挑
ま
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
出
生
(
身
分
)
に
応
じ
て

猶
予
期
聞
が
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
条
項
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
参
審
自
由
人
は
六
週
間
後
、
家
人
は
一
四
夜
(
H
二
週
間
)
後
、

ま
た
他
の
自
由
人
も
(
こ
れ
に
同
じ
)

L

(

ラ
ン
卜
法
二
二
ニ
・
二
)
と
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
家
人
」
は
「
参
審
自
由
人
」
の
直
後
に
、
い
わ
ば
「
他

の
自
由
人
」
を
代
表
す
る
形
で
登
場
す
る
。
ま
た
、
家
人
は
|
|
い
わ
ゆ
る
同
日
巧
母
苧
回

m
g
で
は
あ
る
が
|
|
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
と
し
て
も

現
わ
れ
る
。
ラ
ン
ト
法
一
・
三
八
・
二
(
お
よ
び
二
了
八
一
・
一
一
)
、
な
ら
び
に
、
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
二
・
(
四
)
、
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

(
却
)
そ
の
最
も
重
要
な
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
。
拙
稿
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
特
に
一
・
(
三
)
、
四
頁
以
下
、
お
よ
び
、
二
・
(
こ

と
(
二
)
、
八
頁
以
下
を
参
照
。

(
幻
)
私
は
か
つ
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
が
寸
人
は
第
七
の
(
へ

l
ア
)
シ
ル
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
や
へ

l
ア
シ
ル

ト
を
も
ち
う
る
か
否
か
知
ら
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
三
・
二
)
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
、
主
と
し
て
(
ラ
ン
ト
法
上
の
身
分
と
の
対
応
関
係

か
ら
す
れ
ば
第
七
シ
ル
ト
を
も
つ
は
ず
の
)
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
が
(
ザ
ク
セ
ン
に
は
)
ア
イ
ゲ
ン
を
も
た
ず
、
ま
た
、
騎
士
の
出
自
を
も
た
ぬ
小
作
人
で

あ
る
こ
と
に
そ
の
理
由
を
求
め
た
(
「
相
続
法
の
位
置
」
、
四
・
(
一
二
)
、
六
八
頁
以
下
)
。
そ
の
際
、
「
解
放
さ
れ
(
て
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
を
取
得
し
)
た

家
人
」
に
つ
い
て
、
彼
等
だ
け
は
騎
士
的
生
活
を
営
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
(
前
掲
論
文
、
註
(
必
)
を
参
照
)
、
彼
等
ま
で
も
が
「
レ
ー

ン
法
や
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
も
つ
か
否
か
知
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
理
由
な
い
し
意
味
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ

こ
で
以
下
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

1
ゲ
ル
・
レ

l
ン
法
六
三
・
一
は
、
「
い
か
な
る
所
領
で
あ
れ
家
臣
に
対
し
臣
従
礼
な
し
に
封
与
(
厳
密
に
は
、
貸
与
)
さ
れ
て

告A
日間
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い
る
も
の
は

z
n
Z
Zロ
(
正
規
の
レ

l
ン
)
と
は
言
わ
な
い
。
主
君
が
Z
F
0
4
巾
吋
巾
円
『
再
開
(
ホ
l
ブ
レ
ヒ
卜
上
、
な
い
し
、
ホ
l
プ
の
法
廷
で
)
彼
の
家

人
に
対
し
臣
従
礼
な
し
に
封
与
(
厳
密
に
は
、
貸
与
)
す
る
所
領
と
同
じ
よ
う
に
」
と
述
べ
て
、
家
人
が
主
君
か
ら
与
え
ら
れ
る
所
領
(
い
わ
ゆ
る

巴
gmHZE)
を
「
正
規
の
レ

1
ン
L

で
な
い
も
の
の
代
表
的
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
(
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ラ
ン
ト
法
と
レ

i
ン
法
L

(
二
、
註
(
川
)
を
も
参
照
)
。
し
か
し
、
家
人
が
解
放
さ
れ
て
「
自
由
人
で
あ
る
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
の
法
」
を
取
得
す
れ
ば
、
彼
が
あ
る
主
君
に
「
臣

従
礼
L

を
捧
げ
そ
の
(
レ

l
ン
法
上
の
)
「
家
臣
」
と
な
っ
て
寸
正
規
の
レ

l
ン
L

を
受
封
す
る
こ
と
に
、
も
は
や
(
身
分
の
上
で
は
)
何
の
障
碍
も

な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
を
百
も
承
知
の
上
で
)
ラ
ン
ト
法
一
・
コ
了
二
は
、
寸
第
七
の
シ
ル
ト

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
レ

l
ン
法
や
へ

l
ア
シ
ル
ト
を
も
ち
う
る
か
否
か
知
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

と
こ
に
も
、
(
こ
の
場
合
、
解
放
さ
れ
た
そ
れ
を
含
め
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
)
家
人
に
対
す
る
警
戒
的
な
い
し
敵
対
的
な
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
な
お
、
序
に
一
言
す
れ
ば
、
寸
父
(
の
代
)
か
ら
ま
た
祖
父
(
の
代
)
か
ら
騎
士
の
出
自
を
も
た
な
い
者
は
す
べ
て
、
レ
ー
ン
法
(
上
の
能

力
)
を
欠
く
」
(
レ

l
ン
法
二
・
こ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
「
ラ
ン
ト
ザ
ツ
セ
は
こ
の

(
H
ザ
ク
セ
ン
の
)
ラ
ン
ト
に
い
か
な

る
ア
イ
ゲ
ン
を
も
も
た
な
い
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
二
・
四
、
コ
一
・
四
五
・
六
)
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
も
、
同
じ
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(
担
)
最
後
に
念
の
た
め
に
一
言
す
れ
ば
、
本
稿
の
所
論
に
よ
っ
て
も
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
は
単
に
「
慣
習
法
」
(
あ
る
い
は
、
当
時
現
実
に
行
な

わ
れ
て
い
た
法
)
を
「
記
録
L

し
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
著
者
の
法
(
学
)
的
思
索
の
産
物
で
あ
り
、
一
貫
し
た
論
理
構
成
を
も
っ
「
法
学
作
品
」

と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
一
端
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
拙
稿
「
回
開

g官
4
2
2
を
参
照
さ
れ
た

母に優って生まれた子
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Dat kint， dat bat geboren is (denne de muder). 

Takeshi ISHIKA W Aホ

Nach der herrschenden Lehre galt im deutschen Recht der Grundsatz: 

“Das kind folgt der argeren Hand" im allgemeinen bereits in der 2. 

Halfte des 13. ]hts. Mit der fortschreitenden Sonderung der Stande im 

Mittelalter sei dieser Grundsatz auch auf andere Misheiraten (adelig und 

nicht adelig， hochadelig und niederadelig) ausgedehnt worden.1
) 

Wenn dieser Grundsatz von der Folge des Rechts nach der argeren 

Hand eine allgemeine GuItigkeit gehabt hatte， so sollte es vollig ausge. 

schlossen gewesen s巴in，das ein Kind einem besseren Stand als sein Vater 

oder seine Mutter angeboren ware. In 巴inem Artikel des Sachsen. 

spiegels， der eben in der 2. Halfte des 13. ]hts erganzt wurde， ist jedoch 

folgendes zu lesen:“Dat echte kint unde vri behalt sines vader scilt， unde 

nimt sin erve unde der muder aゐ0，01 it er evenbordich is oder bal geboren" 

(Ldr. III 72) 

Wie so， oder in welch einem konkreten Fall， kann es dazu kommen， 

das ein Kind besser als die Muttergeboren ist? In diesem Aufsatz soll 

auf diese Frage eingegangen und geantwortet werden， um einen Aspekt 

der (Erb-) Folge des (jm. angeborenen) Rechts im Sachsenspiegel klarzu-

stellen. 

I 

(1) In einem Artikel unseres Rechtsbuches ist der Grundsatz von der 

Folge des Rechts wie folgt besagt: Swar it kint is vri unde echt， dar 

behalt it sines vader recht. Is aver de vader oder de muder < en 
denstman oder > denstwij， it kint behalt so gedan recht als it em an 

geboren is (Ldr. 1 16 S2). 

Von diesem Artikel ist zweierlei abzulesen. 1) Ein Kind aus der 

Misheirat zwischen Freien und Unfreien kann nicht das Recht eines 

* Professor em. der Hokkaido-Universitat， Dr. jur. 

1) Art “Argere Hand"， HDR， Bd. 1， Sp. 218ff. 
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Freien behalten， sondern (hδchstens) das Recht eines恥1inisterialen.In 

Bezug auf eine solche Misheirat gilt also der Grundsatz von der Folge 

nach der argeren Hand. 2) Dagegen gilt der Grundsatz bei einer 

Misheirat zwischen den Freien miteinander nicht. In diesem Fall folgt 

das Kind dem Recht des Vaters. Wenn dem so ist， kann dat kint， dat bat 

geboren is denn deηluder， nur in denjenigen， die aus der Ehe zwischen 

den Freien miteinander gewonnen sind， zu suchen. 

(2) In einem anderen Artikel ist b巴sagt:A l ne si en man sime wive 

ηicht evenbordich， he is doch er vormunde， unde se is siη genotinne， unde 

trit in sin recht， swen se in sin bedde geit. Swen aver he sti併，SO IS se 

ledich van sime rechte unde behalt recht na erer bord (Ldr. 1 45 H)!) 

Nach dem Wortlaut des Artikels3
) ist hier vieIleicht (wenigstens in der 

Hauptsache) solch ein FaIl vorau唱団etzt，das ein freier Mann von 

niederem Stand (z.B. ein PfIeghafter od. ein Landsasse) eine fr巴ieFrau 

von hoher巴m Stand (z.B. eine Schδffenbarfreie) heiratet. W oIlen wir uns 

also zunachst einem solchen Fal1 zuwenden! 

Bei solch einer Misheirat sind der Mann und die Frau beide frei. So 

behalt ein Kind aus dieser Ehe das Recht des Vaters (z.B. eines 

PfIeghaften od.εines Landsass巴n).Dagegen ist die Mutter， obwohl sie 

wahrend der Ehe das Recht ihres Mannes behalt， doch eigentiich einem 

hoheren Stand als ihr Mann sowie ihr Kind (z.B. dem Stand eines 

Schδffenbarfreien) angeboren， was nach dem Tode ihres Mannes wieder 

klar in Erscheninung tritt. So kann ein Kind aus solch einer Misheirat 

keinesfaIls als dessen Mutter besser geboren sein. 

Das oben Gesagte last sich ubrigens eben von einem Artikel， der 

gleich dem anfangs zitierten Ldr. III 72 folgt， einwandfrei bestatigen: 

Nimt aver en vri scφenbare wif enen birgeldeη(der standisch mit einem 

PfIeghaften gleichgesetzt ist) oder enen lanおeten，undeωint se kindere bi 

eme， de ne sint ere nicht evenbordich an bute unde an weregelde， went se 

hebben ers vader recht unde nicht der muder; dar umme ne nemen se 

der muder erve nicht， noch nemannes de ere mach van muder halven is 

(Ldr. III 73 91). 

(3) Schlieβlich wenden wir uns einer Miβheirat zwischen einem freien 

2) V gl. dazu auch Ldr. III 45 93. 

3) V gl. dazu den Ausdruck in Ldr. 1 42 92 (Swen dat kint to sinen jaren 

komen is， so mut it wol vormunde sines wives sin，.... al si it binnen 

sinen dagen). 
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Mann von hoh巴remStand (z.B. einem Schoffenbarfreien) und einer freien 

Frau von niederem Stand (z.B. einer Pfleghaften od. einer Landsassen) zu 

Auch bei solch einer Misheirat sind die Eltern beide frei. So behalt 

ein Kind aus dieser Ehe das Recht des Vaters (z.B. eines Schδffenbar-

freien). Dagegen ist die Mutter eigentlich einem niederen Stand als ihr 

Mann sowie ihr Kind (z.B. dem Stand eines Pfleghaften od. eines 

Landsassen) angeboren. In diesem Fal1， und zwar nur in diesem Fal1， 

kann also ein Kind als dessen Mutter besser g巴borensein. 

Wenn im Ldr. III 72 des Sachsenspiegels vom kint， dat bat geboren is 

(denne de muder)， die Rede ist， ist also die Misheirat zwischen einem 

freien Mann von hoherem Stand (bes. einem Schoffenbarfreien) und einer 

freien Frau von niederem Stand (bes. einer Pfleghaften od. einer 

Landsassen) vorausgesetzt. 

II 

Im Sachsenspigel erscheint ein denstman (= Ministeriale) einerseits als 

derjenige， der sein Recht hat， wie im oben zitierten Ldr. 1 16 ~2 

Andererseits ist er jedoch neben einem Leibeigenen als derjenige， den 

man vri laten kann， erfaβt (Ldr. III 80 ~2). Dabei behalt er vrier 

lantseten recht (ebd.). So kann unter dem Lantsassen unsres Rechtsbuches 

(immer) dieser freigelass巴neMinisteriale mit verstanden sein. 

Was b巴deutetnun der oben erklarte Grundsatz von der Folge des 

Rechts bei einer Misheirat zwischen Fr巴ienund freigelassenen Ministe-

rialen? Danach sol1 ein Kind aus der Ehe zwischen einem Schoffenbar-

freien und einer freigelassenes Ministerialen das Erbe nicht nur des 

Vaters， sondern auch der Mutter nehmen. Dag巴gensol1巴inKind aus der 

Ehe zwischen einem freigelassenen Ministerialen und einer Schoffenbar-

freien zwar das Erbe des Vaters nehmen， aber nicht das der Mutter. Das 

heist: Das Erbe (bes. das Eigen)巴inerschδffenbarfreien Familie darf nie 

auf dem Wege der Erbfolge in eine Ministerialen-Familie ubergehen， 

wahrend das Erb巴 einerMinisterialen-Familie leicht in eine schoffenbar-

freie Familie ubergehen kann. 

Eine feindselige Haltung des Sachsenspiegels gegenuber den Ministe-

rialen richtet sich also ausschlieβlich auf angeborene (d. h. unfrei 

geborene) Miniserialen.的 Auserdemendet sie nicht mit der Freilassung 

4) V gl. dazu auch meinen Aufsatz uber de rechtlose mωz， de nicht is 
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der Ministerialen. Der Sachsenspiegel will nicht seine strenge Haltung 

gegenub巴rden Ministerialen auch nach ihrer Freilassung mildern 

echtlos， Bd. 41， Heft 5.6 dieser Zeitschrift. In diesem Punkt stehe ich 

ubrigens gegenuber der neueren Ansicht K. A. ECKHARDT'S， die den 

“Nur.Ministerialen" die “V orbehaltsministerialen" gegenuberstellt 

(Sachsenspiegel IV 1， S. 26.33)， sehr skeptisch gegenuber. 
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